
（平成２２年１１月１０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認三重地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

三重国民年金 事案 934 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 15 年３月から同年６月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年３月から同年６月まで 

平成 14 年ごろから生活が苦しくなり、国民年金保険料を納めることが困

難になったため、平成 14 年度末ごろ、社会保険事務所（当時）に出向き、

保険料の口座振替の停止手続と免除申請手続を同時に行った。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成７年７月に再婚後、その夫の長男が国民年金保険料の免除

申請手続を行ったことを契機として、申請免除制度を知ったとしているとこ

ろ、その長男について、平成８年度から 10 年度までについて申請免除期間と

なっていることから、申立人の供述と一致しており、申立人は、申立期間当

時、申請免除制度について了知していたものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間に係る免除申請手続について、「口座振替停止

手続も同時に行う必要があったので、まず金融機関に出向いたが、社会保険

事務所に出向くほうが早いと言われた。その後、社会保険事務所でこれらの

手続を行った際、７月以降の免除申請については地区市民センターで改めて

手続するよう説明を受けた。」と述べるなど、当時のやりとり等についての

説明は具体的かつ詳細であり、その供述に不自然な点も見当たらない上、申

立人から提出のあった資料から、申立人が口座振替停止手続を平成 15 年４月

に行っていることが確認できるなど、申立内容を裏付ける状況も見受けられ

ることから、申立内容は信 憑
ぴょう

性が高いと考えられ、申立期間について、免除

申請手続を行わなかったとは考え難い。 

さらに、申立期間以降は申立人及び申立人の夫共に申請免除期間（平成 20

年９月以降は生活保護受給を理由とする法定免除期間）となっているところ、



                      

  

申立期間について、国民年金保険料の納付が困難となった経緯についての申

立人の説明に不自然な点は見当たらない上、オンライン記録によると、平成

15 年３月の保険料について、口座振替の緊急停止が行われていることから、

申立期間当時、経済的に保険料の納付が困難であったことがうかがわれるほ

か、申立期間について、その後の申請免除期間と比較して生活状況が大きく

異なっていたことをうかがわせる事情も認められない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を免除されていたものと認められる。 



                      

  

三重国民年金 事案 935 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年２月及び同年３月 

    申立期間当時、Ａ市に住民登録を置いていたので、国民年金保険料は同

市に居住している母親が納付してくれていた。その後、Ｂ市に転居してか

ら、さかのぼって保険料を納めたこともある。申立期間以外の国民年金加

入期間はすべて保険料を納付又は免除されており、申立期間のみ納めなか

ったとは考えられない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の戸籍の附票から、申立人は平成８年２月までＡ市に住民登録を有

していることが確認でき、オンライン記録によると、７年４月から同年 12 月

までの国民年金保険料が同年 11 月に納付されていることから、申立人の母親

に聴取したところ、「息子の平成７年４月から同年 12 月までの保険料は私が

納付したが、この期間以降の納付は息子自身が行ったと思う。」としており、

実際に、８年１月の保険料は申立人がＢ市に転居した後の同年４月に納付さ

れている上、申立期間直前の７年１月の保険料についても９年１月に過年度

納付されていること、及びＡ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿におい

て申立期間は未納となっていることなどから、申立期間の保険料について、

申立期間当時、申立人の母親が納付したことは考え難い。 

一方、申立人は、Ｂ市で国民年金保険料を遡及
そきゅう

して納付したことがあるた

め、申立期間の保険料についても、この時期に遡及
そきゅう

納付したのではないかと

も主張しているところ、前述のとおり、平成７年１月の保険料については９

年１月に過年度納付されており、その時点で、申立期間の保険料についても

過年度納付することは可能であった上、同市を管轄する社会保険事務局（当



                      

  

時）では、「当時、時効が成立していない未納期間を有する被保険者全員に、

年２回過年度納付書を送付していた。また、未納期間が短い被保険者を抽出

して過年度納付書を送付していた。」としており、申立期間が２か月と短期

間であることや、７年１月からの連続した未納期間であることなどを踏まえ

ると、申立人に対し、申立期間に係る過年度納付書も送付されたものと考え

るのが妥当である。 

また、申立人の国民年金保険料の納付状況をみると、申立期間を除く国民

年金加入期間に未納は無く、数度にわたる厚生年金保険と国民年金との切替

手続も適切に実施している上、オンライン記録により、過年度納付、申請免

除等により、未納が生じないよう納付又は免除申請手続をしている形跡が確

認できることから、申立人の納付意識は高かったものと考えられるほか、上

述のとおり、申立期間が短期間であることなどを勘案すると、申立期間につ

いても保険料を納付したと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

三重国民年金 事案 936 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年７月から 61年３月まで 

申立期間当時、国民年金保険料は夫の分と一緒に集金人に納付していた。

申立期間のうち、昭和 58 年７月から 60 年３月までは申請免除期間とされ

ているが、免除申請を申し出た記憶は無く、61 年１月から同年３月までの

帳簿が残っており、そこには夫婦二人分の国民年金保険料と一致する金額

が計上されている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち昭和 58 年７月から 60 年３月までについて、オンライン記

録では申請免除期間となっているところ、申立人は、当該期間について、免

除申請手続を行った記憶は無いと主張しているが、Ａ市の申立人に係る国民

年金被保険者名簿においても、当該期間は申請免除期間となっており、オン

ライン記録と一致している上、当該名簿の備考欄には、「58．７．18 免除

該当処理（申請免除 58．７～）」、「60．11．19 申請免除却下（60.４～

61．３）」と記載されていることから、当該期間について、申請免除期間と

なっている記録に不自然な点はみられない。 

   また、上記の被保険者名簿の記載から、申立人が昭和 60 年度の国民年金保

険料についても免除申請手続を行ったものの、昭和 60 年 11 月に却下された

ことがうかがわれるが、通常、免除を申請した期間について、承認又は却下

の決定が行われるまでの間に保険料を納付することは考え難い上、当該名簿

の備考欄には、前述の記載に加えて、「61．４．４ 本人来所 61．４～よ

り納付希望」と記載されていることから判断すると、申立人は、60 年 11 月

に免除申請が却下された以降も、61 年４月に保険料を納付する意思を示すま



                      

  

では保険料を納付していなかったと考えるのが妥当である。 

   しかしながら、申立人は、申立期間当時は、その夫の分と併せて二人分の

国民年金保険料を納付しており、申立期間のうち昭和 61 年１月から同年３

月までについては、自身が所持している当該期間に係る収支日計式簡易帳簿

において、国民年金保険料として各月、納付額が記載されていると主張して

おり、事実、当該帳簿に記載されている金額は、申立期間当時の保険料額と

ほぼ一致している上、前述のとおり、申立人は、61 年４月に保険料を納付す

る意思を示していることがうかがわれるところ、その時点で、申立期間のう

ち 60 年４月から 61 年３月までの保険料については現年度保険料として遡及
そきゅう

納付が可能であることや、申立期間以降の保険料の納付状況などを勘案する

と、申立期間のうち 60 年４月から 61 年３月までの保険料について、納付し

たと考えても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は昭和 20 年３月 10 日であると認められ

ることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万円とすることが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18年１月 26日から 20 年３月 10日まで 

昭和 15 年４月にＡ社へ入社し、20 年３月 10 日に空襲に遭うまで同社で

勤務していた。年金記録では、18 年１月 26 日に資格喪失していることに

なっているが、20 年３月 10 日まで厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録では、申立人はＡ社において昭和 17 年６月１日に厚生年金

保険被保険者の資格を取得し、18年１月 26 日に資格を喪失している。 

しかしながら、申立人のＡ社での勤務実態等及び空襲に係る説明は、具体

的で信憑
ぴょう

性がある上、戦時下の労働統制の下、国民労務手帳法及び労務調整

令により、労働者の自由な転退職や解雇が禁止又は制限されていたことを考

慮すると、申立人が申立期間において継続して当該事業所に勤務していたこ

とが推認できる。 

また、申立事業所はオンライン記録において厚生年金保険の適用事業所で

あったことが確認できないが、同事業所を管轄する社会保険事務所(当時)に

よると、「一部の事業所の被保険者名簿は戦災により焼失したものもあり、

Ａ社の被保険者名簿は見当たらない。」としている。 

これらの事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の記録が無いこ

との原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者名簿への記入

漏れ、被保険者名簿の焼失等の可能性が考えられるが、被保険者名簿の大規



                      

 

  

模な焼失等から半世紀も経た今日において、保険者も被保険者名簿の完全な

復元をなしえない状況の下で、申立人及び事業主にその原因がいずれにある

のかの特定を行わせることは不可能を強いるものであり、同人らにこれによ

る不利益を負担させるのは相当でないというべきである。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が申立期間中に継続勤務した事実が

推認できること、申立てに係る厚生年金保険の記録は、焼失した可能性が相

当高いと認められる一方で、この推認を妨げる特段の事情は見当たらないこ

と等の諸事情を総合して考慮すると、申立人の申立てに係る事業所における

厚生年金保険被保険者の資格喪失日は昭和 20 年３月 10 日とすることが妥当

であると判断する。 

また、申立期間の標準報酬月額は、厚生年金保険法及び船員保険法の一部

を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規定に準じ、１万円

とすることが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災･火災等の大規模な事故により、被保

険者名簿が焼失等したことから、現存する厚生年金保険の記録に相当の欠落

が見られる等、記録の不完全性が明らかな場合においては、以上の事情を考

慮の上、当該記録の欠落の原因が申立人又は事業主にあることが特定できな

い案件に関して、実情にあった適切な取扱基準を定め、これに対処すべきで

あるが、現時点ではこれが十分になされているとは言えない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和 19 年 10 月１日、資格喪失日は 20

年７月 24 日であると認められることから、厚生年金保険被保険者資格の取得

日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 19 年 10月から 20 年６月

までは 30円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20 年８月ごろまで 

申立期間に勤務していた同僚は、厚生年金保険被保険者記録がある。申

立期間当時、給料から厚生年金保険料が控除されていたことを覚えている

ので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

健康保険厚生年金保険被保険者払出簿兼名簿及び申立人の厚生年金保険被

保険者台帳によると、申立人のＡ社における資格取得日は昭和 19 年６月１日

と記録されていることが確認できる。 

しかしながら、上記の払出簿兼名簿及び台帳のいずれの記録においても、

申立人のＡ社における資格喪失日欄は空欄となっている。 

一方、Ａ社は申立人の資料が無く不明と回答しているものの、申立人は昭

和 18 年に同郷の同僚８人と共に入社し、20 年の夏、工場が爆撃を受けたた

め仕事ができなくなり郷里に戻ったと主張している上、同郷の同僚の１人は、

「昭和 20 年夏、空襲があり、工場が爆撃を受けたため、会社から疎開するよ

うに言われ、同郷の同僚と一緒に家に帰った。申立人も一緒だった。」と供

述しており、申立人の供述と一致している。 

また、上記払出簿兼名簿において、申立人の前後に、申立人が記憶してい

る同郷の同僚８人のうち６人（上記同僚を含む。）の氏名が記載されており、

Ａ社における資格取得日は昭和 19 年６月１日、資格喪失日は 20 年７月 24 日



                      

 

  

となっていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、厚生年金保険法が昭和 19 年６月

に施行されたことに伴い、社会保険事務所（当時）に対し申立人の厚生年金

保険被保険者資格の取得届を行い、同年６月１日から同年 10 月１日までの期

間が同法の適用準備期間として、厚生年金保険の被保険者期間に算入しない

期間であり、厚生年金保険料の徴収は同年 10 月から開始することが定められ

ていることから、申立人の資格取得日は同年 10 月１日、資格喪失日は 20 年

７月 24日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額は、健康保険厚生年金保険被保険者台帳の

記録から、30円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 20 年７月 24 日から同年８月ごろまでについ

て、申立人がＡ社において勤務し、事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていたことをうかがわせる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として昭和 20 年７月 24 日から同年８月ごろま

でに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事務所における資格取得日

に係る記録を昭和 30 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年６月１日から同年７月１日まで 

私は、昭和 30 年３月に、Ａ社Ｃ工場に入社し、同年５月中ごろに友人と

二人で同社Ｂ事務所に転勤した。給与から厚生年金保険料を控除されてい

たことを記憶しているので、申立期間について、厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤

務していたことが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立期間後に申立人同様、Ａ社Ｃ工場か

ら同社Ｂ事務所に異動している同僚４人の異動期間に係る被保険者資格は、

全員が継続して記録されており、未加入期間の無いことが確認できることか

ら、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

なお、異動日については、事業主が昭和 30 年６月３日からＢ事務所で勤務

していたと供述しており、雇用保険の記録では同日に同事務所において資格

取得していることを踏まえると、Ａ社Ｃ工場の資格喪失日である同年６月１

日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 30 年７月の社会保険事務

所（当時）の記録から 8,000円とすることが妥当である。 



                      

 

  

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は、資料が残っていないため当時のことは不明で

あるが、社会保険事務所の記録どおりの届出を行ったはずであると主張して

おり、事業主から提出された被扶養者届の被保険者資格取得年月日欄に昭和

30 年７月１日の記載があることから、事業主が同日を資格取得日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料の納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1306 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により、賞与から控除されていたことが認められることから、

申立期間に係る標準賞与額を 34万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年６月 20日 

申立期間について、記録されている標準賞与額が、支給された賞与から

控除されている厚生年金保険料に見合う標準賞与額より低くなっている。 

申立期間における標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支払一覧表により、申立人は、申立期間において、

事業主から賞与の支払いを受け、その主張する標準賞与額（34 万円）に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し

誤って提出し、また、当該申立てに係る厚生年金保険料についても、過小な

納付であったことを認めていることから、これを履行していないと認められ

る。 

 

 



                      

  

三重国民年金 事案 937 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年２月から 50 年６月までの期間及び 55 年９月から 59 年

４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年２月から 50年６月まで 

           ： ② 昭和 55年９月から 59年４月まで 

    申立期間については、それまで勤務していた会社を退職する都度、役場

で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は元妻が納付していた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の元妻が国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は保険料納付

に直接関与しておらず、保険料納付を行っていたとする元妻も他界している

ため、保険料納付の状況が不明である。 

また、申立人の名前の読み方を幾通りか変えるなどして調査しても、申立

期間について、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当た

らず、申立期間は未加入期間となっている上、申立人に聴取しても、国民年

金加入手続の際の国民年金手帳の受取り等についての記憶は曖昧
あいまい

であるほか、

国民年金被保険者資格の喪失手続についても記憶に無いとしている。 

さらに、申立人が、自身と同時に国民年金加入手続を行ったとする申立人

の元妻についても、申立期間について国民年金に加入した形跡は見当たらな

い上、申立期間②について、申立人の元妻は厚生年金保険に加入しているこ

とから、国民年金に加入することはできず、申立人の供述に不合理な点がみ

られる。 

加えて、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断 

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



                      

  

三重国民年金 事案 938 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年８月から 54 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年８月から 54年２月まで 

    20 歳になった時、私は学生であったが、父親が「国民年金に入らなけれ

ばいけない。」と、市役所で私の国民年金の加入手続をした。国民年金保

険料についても、父親が納付してくれていた。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の父親が国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国民年金の

加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、申立人の母親も、加入手続

及び保険料納付については、すべて申立人の父親に任せていたとしており、

具体的な供述を得ることはできないほか、それらを行ったとする申立人の父

親も他界しているため、加入手続及び保険料納付の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 59 年８月に任意加入により

払い出されているが、申立期間については、申立人は学生であったことから

任意加入対象期間となり、加入手続を行った時点から遡及
そきゅう

して国民年金に加

入することはできず、申立期間は未加入期間となっている上、申立期間につ

いて別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人は、明確ではないとしながらも、現在所持している年金手

帳のほかに、申立期間当時、青色の年金手帳を所持していたと思うとしてい

るが、当時、年金手帳は国民年金と厚生年金保険共通のオレンジ色のものが

交付されていた時期であることから、申立人が申立期間当時、青色の年金手

帳を所持していたことは考え難い。 

加えて、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



三重厚生年金 事案 1307 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年５月１日から平成元年４月１日まで 

 ねんきん定期便でＡ社の厚生年金保険の記録が退職する２年前から標準

報酬月額が下がっており、納得がいかない。私は社会保険関係の事務全般を

していたが、初任給は８万円であり、それより低い額で届け出た記憶は無い

ので、申立期間における標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社において社会保険関係の事務を担当しており、

申立人や役員の標準報酬月額を低額で届け出た記憶は無いと主張している。 

しかし、Ａ社の元役員に照会したところ、「事業主と事業主の妻の標準報酬

月額については、税理士と相談して下げた。」と供述している上、申立人が主

張する標準報酬月額を示す関連資料（賃金台帳等）は無いとの回答があり、申

立人の申立期間の報酬月額及び厚生年金保険料の控除額について確認するこ

とができない。 

また、申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者記録は、昭和 62

年５月の月額変更届、同年 10 月の算定基礎届、及び 63 年 10 月の算定基礎届

により、７万 6,000円と標準報酬月額が記録されているが、その３回の届出の

機会において、自らが事務担当者として関与しているにもかかわらず、その内

容での届出をした記憶が無いということは考え難い。 

さらに、公共職業安定所から提出された求職者給付の支給台帳の写しに記載

されている賃金日額（2,500円）より推認できる報酬月額（７万 5,000円）と、

オンライン記録は一致しており、申立人に係る標準報酬月額の記録管理に不自

然な点は認められない。 

このほか、申立期間について、標準報酬月額に誤りがあることをうかがわせ

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

三重厚生年金 事案 1308（事案 388の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月１日から 60年４月１日まで 

昭和 45年５月ごろ、Ａ社の社長に社員として採用された。以降、60年５

月ごろに退職するまで、社宅や工場増築等の確認申請をすべて行った。当時

の社会的状況として年金の意識は薄く、社員である私は厚生年金保険に関し

てすべて会社が手続しているものと思っていた。ずさんな処理の責任は本当

に私にあるのかと問いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和45年４月１日から53年４月１日の期間に係る申立てに

ついては、ⅰ）Ａ社の複数の同僚の供述により、申立人が同事業所で勤務して

いたことは推認できるものの、社会保険事務所（当時）が保管している同事業

所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名が無いこと、ⅱ）同事

業所は昭和 57 年 12 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなって

いる上、当時の社長及び役員も他界しているため、当時の給与関係の事務担当

者に申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除

の状況について照会したところ、「当時の資料は残っておらず、申立人が厚生

年金保険に加入していたかどうかは覚えていない。」との回答があり、申立期

間に同事業所に在籍していた複数の同僚に照会したものの、当時の同事業所に

おける厚生年金保険適用に係る具体的な取扱い等についての供述は得らなか

ったこと、ⅲ）申立人の雇用保険の加入記録をみると、同事業所に係る加入記

録が無いことからも、申立人については社会保険及び雇用保険への加入手続が

行われなかったことがうかがわれる上、社会保険事務所が保管している国民年

金被保険者原票によると、申立人は、申立期間に国民年金に加入しており、こ

のうち昭和 48 年４月から同年 12 月までの期間、49 年４月から同年６月まで



                      

  

の期間、50年４月から同年 10月までの期間及び 51年４月から同年 12月まで

の期間の国民年金保険料を各年度内に納付していること、等を理由として、既

に当委員会の決定に基づく平成 21 年４月９日付けで年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、Ａ社に社員として勤務していたことを証明できる者が３人

いると主張したため、当該３人に照会したものの、新たな事実関係を確認する

ことはできず、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金保険の適用及び厚

生年金保険料の控除の状況について供述を得ることはできなかった。 

また、申立人は、今回の申立期間の終期については、前回の申立期間（昭和

45 年４月１日から 53 年４月１日）よりも後の期間である昭和 60 年４月１日

であったと主張しているが、Ａ社は 57 年 12月 31 日に厚生年金保険の適用事

業所に該当しなくなっている上、53 年 10 月から 56 年３月までの期間及び 57

年４月から 61 年３月までの期間は国民年金の申請免除が承認されていること

が確認できる。 

したがって、申立人が主張している事情を調査しても、委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年１月 15日から同年３月 10日まで 

             ② 昭和 49年２月１日から同年４月１日まで 

私は、Ａ社に入社してから退職するまで、家族と共に社宅へ入って継続し

て勤務していた。しかし、申立期間が空白期間となっている。申立期間につ

いて、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、事業所名は不明であるが、昭和 44年８月８日から 49

年１月 31 日までの期間に係る雇用保険の記録があることから、申立人がＡ社

に継続して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社において申立人と同様、昭和 45年１月 15日に厚生年金

保険被保険者の資格喪失の記録がある同僚８人について被保険者記録を調査

したところ、８人全員が同年３月 10 日に資格取得しており、被保険者記録が

継続していないことが確認できる。 

また、上記同僚に照会したものの、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険

被保険者資格の取得状況等について供述を得ることはできなかった。 

申立期間②について、Ａ社の関連会社であるＢ社の元代表取締役の供述から、

申立人がＡ社に継続して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社において申立人と同様、昭和 49 年４月１日に厚生年金

保険被保険者の資格取得の記録のある同僚は既に他界しており、申立人の申立

期間②に係る厚生年金保険被保険者資格の取得状況等について供述を得るこ

とはできなかった。 

また、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録によると、昭和 49 年４月

１日資格取得、53年８月 31日離職となっており、申立期間②に係る加入記録



                      

  

は無い上、オンライン記録と一致している。 

さらに、Ａ社は昭和 61年２月 21日に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっている上、閉鎖登記簿謄本により判明した元代表取締役は連絡先不明の

ため、申立人の申立期間①及び②に係る勤務実態、厚生年金保険の適用及び厚

生年金保険料の控除の状況について関連資料や供述を得ることはできなかっ

た。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

三重厚生年金 事案 1310 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年９月 12日から 31 年４月４日まで 

私は、Ａ社において、正社員で継続して勤務していた。しかし、厚生年金

保険の加入記録には空白期間がある。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人はＡ社に継続して勤務していたと主張しているところ、同社から提出

された従業員名簿の記録によると、申立人の採用日は昭和 24年２月 17日、30

年 11月３日及び 31年４月４日であることが確認できる。 

また、上記名簿によると、申立人の採用内容は昭和 30年 11月３日の採用に

おいてのみ季節夫と記載されている上、同日に季節夫として採用されている同

僚二人についても厚生年金保険の被保険者記録が無いことから、当該事業所は

季節夫については厚生年金保険の被保険者資格を取得させていなかったこと

がうかがえる。 

さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の健康保険整理番号＊番

（昭和 29 年３月 11 日資格取得）から＊番（昭和 31 年４月４日資格取得）ま

でを調査したが、申立人の氏名は無く、健康保険整理番号に欠番も無いことか

ら、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立人の厚生年金保険被保険者台帳から昭和 29年９月 12日に解雇

により被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

三重厚生年金 事案 1311 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月１日から 38年３月 21日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場からの感謝状に昭和 28 年に入社していると

記入されている。入社当時は年金に関しての具体的な話は無かったが、33

年に長男が生まれて、Ａ社の健康保険を使用しているので、年金だけ国民年

金に加入していることは無いし、国民年金の記録は無い。申立期間について、

厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社Ｃ工場発行の感謝状から、申立人が申立期間に同

事業所で勤務していたことは確認できる。 

しかし、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の

控除の状況についてＢ社Ｃ工場に照会したところ、「厚生年金保険への加入は

正社員のみであった。」との回答があった上、当該事業所から提出された申立

人の労働者名簿及び台帳によると、申立人は、昭和 28年８月 21日に凖員とし

て入社し、38年３月 21日に正社員となり、同日から厚生年金保険、健康保険

及び雇用保険に加入していることが確認できる。 

また、申立人のＢ社Ｃ工場における雇用保険の加入記録については、昭和

38年３月 21日に資格取得しており、オンライン記録と一致している上、申立

期間に係る加入記録は無い。 

さらに、オンライン記録によって確認できる申立人と同時期に資格取得した

６人の同僚に照会したところ、複数の同僚から｢臨時工として入社し、厚生年

金保険には正社員となってから加入した。｣旨の回答があったことから、同社



                      

  

においては、必ずしも入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を取得させてい

たとは言えない状況がうかがえる 

加えて、Ｄ町における国民年金被保険者名簿によると、申立人は、昭和 35

年 10月１日に国民年金の強制被保険者として資格取得し、36年４月分から国

民年金保険料を現年度で納付している上、38 年３月 21日に厚生年金保険被保

険者資格取得により国民年金被保険者資格を喪失し、38年３月分から 39年６

月分の国民年金保険料が還付されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年３月 24日から 35 年 12月 25日まで 

申立期間は、Ａ社に勤務していたが、脱退手当金を受け取った記憶が無い

ので、申立期間について、厚生年金保険被保険者期間であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人

の前後 50 人の女性被保険者のうち、資格喪失日が申立人の前後２年の者で、

当該事業所において６か月以上の被保険者期間のある者の脱退手当金の支給

記録を調査したところ、申立人を含む 26人中 11人に脱退手当金の支給記録が

確認でき、いずれも資格喪失日から６か月以内に支給がなされている上、当該

事業所の当時の社会保険事務担当者に照会したところ、「本人に確認せずに、

事業主が代理請求をしていたこともあった。」との回答があり、申立人につい

ても事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を

意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約５か月後の昭和 36年５月 10日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


